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愛知県福祉サービス第三者評価事業　評価結果 

①第三者評価機関情報

評価機関名： 特定非営利活動法人中部社会福祉第三者評価センター

（認証番号：１７医福第２２４－２号）

訪問調査
平成１８年１２月１８日　（月）

　 　 実施日：

②事業者情報

名称：(法人名）社会福祉法人ぬくもり福祉会 種別：（施設種別）知的障害者通所更生施設

 (施設名）ぬくもりの家 （基準の種類）障害福祉施設版

代表者氏名：（施設長）河部　金彦
定員（利用人数）：４０名

所   在   地：〒４４６－００６５ TEL　０５６５－７７－０５５５

愛知県安城市大東町５番地２８号

③総評

◇特に評価の高い点

　施設設立の背景となった「子を持つ親が親なきあとの心配」から、保護者が人的面、資金面も含め協力的であり、
又、民間による立ち上げ施設として、愛知県内で最古参と言う自負心からも、他の模範となるべく､サービスの質の
向上に真剣に取り組んでいる。自己評価の段階を経て、今回第三者評価の受審に当たり『我々職員の目指す目標
が出来た』との意気込みをひしひしと感じることができた。施設長の顔の広さで、市障害援護課、市会議員、民生委
員、町内会等、幅広いネットワークを作り上げ、『障害者自立支援法』の新規適用や制度の度重なる見直し、改定
等施設を取り巻く事業環境のめまぐるしい変化に対しても先取りした対応を取られている事は素晴らしい取組みで
ある。訪問調査の後に、法人としての理念と基本方針、事業方針の関連性を検討されている事を聞き、施設長の対
応の速さ、リーダーシップには驚きさえ感じた。このリーダーシップによって指導され、施設長、職員、利用者、保護
者が一丸となって運営している。施設長、職員の異動は殆どなく、それが利用者の落ち着きや保護者の満足につな
がっている。

◇改善を求められる点

　理念、基本方針、中長期計画、年度行計画、前年度報告について、個々に見ると、課題を上手に取り上げ、成果
も充分に出ているが、上流から下流の一連の繋がりが薄く感じられる。各項目が夫々、上位項目を反映して策定さ
れ、あるべき姿に近づく事を期待したい。

④第三者評価結果に対する事業者のコメント

　自立支援法に対応し、当ぬくもり福祉会の末永い存続を図る為に人事考課を全職員に理解を求め実施したが人
事考課制度の目的自体を職員に十分理解いただける次の成長ステップがわかるような評価を試案したが、具体的
な案や育成計画の設定が難しく思案している時に、第三者評価事業を取り入れることができ「当意即妙」することが
できた。なぜこの評価項目が選ばれているのか、ということについても共通の課題でスキルアップを図ることができ
たと思う。

⑤評価項目（細目）の第三者評価結果（別添）



評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

第三者評価結果

Ⅰ-１-(1)　理念、基本方針が確立されている。

Ⅰ-１-(1)-①　理念が明文化されている。　　　　　　　　 障 1 ⓐ ・ b ・ c

Ⅰ-１-(1)-②　理念に基づく基本方針が明文化されている。 障 2 ⓐ ・ b ・ c

Ⅰ-１-(2)  理念、基本方針が周知されている。

Ⅰ-１-(2)-①　理念や基本方針が職員に周知されている。 障 3 a ・ ⓑ ・ c

Ⅰ-１-(2)-②　理念や基本方針が利用者等に周知されている。 障 4 a ・ ⓑ ・ c

Ⅰ-２　計画の策定

第三者評価結果

Ⅰ-2-(1)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。　　　　　　　　　

Ⅰ-２-(1)-①　中・長期計画が策定されている。 障 5 a ・ ⓑ ・ c

Ⅰ-２-(1)-②　中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。 障 6 a ・ ⓑ ・ c

Ⅰ-２-(２)　計画が適切に策定されている。

Ⅰ-２-(2)-①　計画の策定が組織的に行われている。 障 7 a ・ ⓑ ・ c

Ⅰ-２-(2)-②　計画が職員や利用者に周知されている。 障 8 ⓐ ・ b ・ c

Ⅰ-３　管理者の責任とリーダーシップ

第三者評価結果

障 9 ⓐ ・ b ・ c

障 10 a ・ ⓑ ・ c

Ⅰ-３-(1)　管理者の責任が明確にされている。

評価項目(細目)の評価結果(障害福祉施設)
（別添）

※すべての評価細目（83項目）について、判断基準
（の3段階）に基づいた評価結果を表示する。

Ⅰ-３-(1)-①　管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。

Ⅰ-３-(1)-②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。



障 11 ⓐ ・ b ・ c

障 12 ⓐ ・ b ・ c

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-1　経営状況の把握

第三者評価結果

障 13 ⓐ ・ b ・ c

障 14 ⓐ ・ b ・ c

障 15 ⓐ ・ b ・ c

Ⅱ-２　人材の確保・養成

第三者評価結果

Ⅱ-２-(1)　人事管理の体制が整備されている。

障 16 a ・ ⓑ ・ c

Ⅱ-２-(1)-②　人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。 障 17 ⓐ ・ b ・ c

Ⅱ-２-(2)　職員の就業状況に配慮がなされている。

障 18 ⓐ ・ b ・ c

Ⅱ-２-(2)-②　福利厚生事業に積極的に取り組んでいる。 障 19 ⓐ ・ b ・ c

Ⅱ-２-(3)職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ-２-(3)-①　職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。 障 20 a ・ ⓑ ・ c

障 21 ⓐ ・ b ・ c

障 22 a ・ ⓑ ・ c

Ⅱ-２-(4)　実習生の受入れが適切に行われている。

障 23 ⓐ ・ b ・ c

障 24 ⓐ ・ b ・ c

Ⅰ-３-(２)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ-１-(1)-②　経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組を行っている。

Ⅱ-１-(1)-③　外部監査が実施されている。

Ⅱ-２-(1)-①　必要な人材に関する具体的なプランが確立している。

Ⅱ-２-(4)-②　実習生の育成について積極的な取組を行っている。

Ⅱ-２-(3)-②　個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定され計画に基づい
て具体的な取組が行われている。

Ⅱ-２-(3)-③　定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。

Ⅱ-２-(4)-①　実習生の受入れに対する基本的な姿勢を明確にし、体制を整備している。

Ⅱ-２-(2)-①　職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みが構築され
ている。

Ⅱ-１-(1)-①　事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。

Ⅱ-１-(1)　経営環境の変化等に適切に対応している。

Ⅰ-３-(2)-②　経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮している。

Ⅰ-３-(2)-①　質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発揮している。



Ⅱ-３　安全管理

第三者評価結果

Ⅱ-３-(1)　利用者の安全を確保するための取組が行われている。

障 25 a ・ ⓑ ・ c

障 26 ⓐ ・ b ・ c

障 27 a ・ ⓑ ・ c

Ⅱ-４　地域との交流と連携

第三者評価結果

Ⅱ-４-(1)　地域との関係が適切に確保されている。

障 28 ⓐ ・ b ・ c

障 29 a ・ ⓑ ・ c

障 30 ⓐ ・ b ・ c

Ⅱ-４-(2)　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-４-(2)-①　必要な社会資源を明確にしている。 障 31 a ・ ⓑ ・ c

Ⅱ-４-(2)-②　関係機関等との連携が適切に行われている。 障 32 ⓐ ・ b ・ c

Ⅱ-４-(３)　地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ-４-(3)-①　地域の福祉ニーズを把握している。 障 33 ⓐ ・ b ・ c

Ⅱ-４-(3)-②　地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われている。 障 34 ⓐ ・ b ・ c

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

第三者評価結果

Ⅲ-１-(1)　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

障 35 a ・ ⓑ ・ c

障 36 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-１-(2)　利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ-１-(2)-①　利用者満足の向上を意図した仕組みを整備している。 障 37 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-１-(2)-②　利用者満足の向上に向けた取組を行っている。 障 38 a ・ ⓑ ・ c

Ⅱ-３-(1)-①　緊急時（事故、感染症の発生時など）の対応など利用者の安全確保のため
の体制が整備されている。

Ⅱ-３-(1)-②　施設として火災や震災への対応は適切である。

Ⅱ-４-(1)-③　ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確にし、体制を確立している。

Ⅱ-４-(1)-②　施設が有する機能を地域に還元している。

Ⅱ-４-(1)-①　利用者と地域との関わりを大切にしている。

Ⅲ-１-(1)-②　利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備している。

Ⅲ-１-(1)-①　利用者を尊重したサービス提供について共通の理解をもつための取組を
行っている。

Ⅱ-３-(2)-③　利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行している。



Ⅲ-１-(3)　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ-１-(3)-①　利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。 障 39 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-１-(3)-②　苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。 障 40 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-１-(3)-③　利用者からの意見等に対して迅速に対応している。 障 41 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-２　サービスの質の確保

第三者評価結果

Ⅲ-２-(1)　質の向上に向けた取組が組織的に行われている。

障 42 ⓐ ・ b ・ c

障 43 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-２-(1)-③　課題に対する改善策・改善計画を立て実施している。 障 44 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-２-(2)　個々のサービスの標準的な実施方法が確立している。

障 45 a ・ ⓑ ・ c

障 46 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-２-(3)　サービス実施の記録が適切に行われている。

障 47 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-２-(3)-②　利用者に関する記録の管理体制が確立している。 障 48 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-２-(3)-③　利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している。 障 49 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-３　サービスの開始・継続

第三者評価結果

Ⅲ-３-(1)　サービス提供の開始が適切に行われている。

障 50 ⓐ ・ b ・ c

障 51 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-３-(２)　サービスの継続性に配慮した対応が行われている。

障 52 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-２-(1)-①　サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備している。

Ⅲ-２-(1)-②　評価の結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にしている。

Ⅲ-３-(1)-②　サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得ている。

Ⅲ-３-(2)-①　施設の変更や家庭への移行などにあたりサービスの継続性に配慮した対
応を行っている。

Ⅲ-２-(2)-①　個々のサービスについて標準的な実施方法が文書化されサービスが提供さ
れている。

Ⅲ-２-(2)-②　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。

Ⅲ-２-(3)-①　利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行われている。

Ⅲ-３-(1)-①　利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供している。



Ⅲ-４　サービス実施計画の策定

第三者評価結果

Ⅲ-４-(1)　利用者のアセスメントが行われている。

Ⅲ-４-(1)-①　定められた手順に従ってアセスメントを行っている。 障 53 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-４-(1)-②　利用者の課題を個別のサービス場面ごとに明示している。 障 54 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-４-(2)　利用者に対するサービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-４-(2)-①　サービス実施計画を適切に策定している。 障 55 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-４-(2)-②　定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行っている。 障 56 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-４-(2)-③　利用者の地域生活への移行支援を積極的に行っている。 障 57

Ⅲ-5　障害者福祉施設の固有サービス

第三者評価結果

Ⅲ-5-（１）　利用者を尊重している。

障 58 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（１）-②　利用者の主体的な活動を尊重している。 障 59 ⓐ ・ b ・ c

障 60 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-５-(１)-④　利用者のエンパワメントの理念に基づくプログラムがある。 障 61 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-5-（2）　食事の支援が適切に行われている。

Ⅲ-5-（2）-①　個別支援計画に基づいた食事サービスが用意されている。 障 62 a ・ ⓑ ・ c

障 63 a ・ ⓑ ・ c

Ⅲ-5-（2）-③　喫食環境(食事時間を含む)に配慮している。 障 64 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（3）　入浴の支援が適切に行われている。

Ⅲ-5-（3）-①　入浴、利用者の障害程度や介助方法など個人的事情に配慮している。 障 65

Ⅲ-5-（3）-②　入浴は、利用者の希望に沿って行われている。 障 66

Ⅲ-5-（3）-③　浴室・脱衣場等の環境は適切である。 障 67

Ⅲ-5-（4）　排泄の支援が適切に行われている。

Ⅲ-5-（4）-①　排泄介助は快適に行われている。 障 68 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（4）-②　トイレは清潔で快適である。 障 69 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（１）-③　利用者の自力で行う日常生活上の行為に対する見守りと支援の体制が整
備されている。

Ⅲ-5-（2）-②　食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本として美味しく、楽しく食べられ
るように工夫されている。

Ⅲ-5-（１）-①　コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫がなされている。

非該当

非該当

非該当

非該当



Ⅲ-5-（5）　衣服についての支援が適切に行われている。

Ⅲ-5-（5）-①　利用者の個性や好みを尊重し、衣服の選択について支援している。 障 70

Ⅲ-5-（5）-②　衣服着替え時の支援や汚れに気づいた時等の対応は適切である。 障 71 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（6）　理容・美容についての支援が適切に行われている。

Ⅲ-5-（6）-①　利用者の個性や好みを尊重し、選択について支援している。 障 72

Ⅲ-5-（6）-②　理髪店や美容院の利用について配慮している。 障 73

Ⅲ-5-（7）　睡眠についての支援が適切に行われている。

Ⅲ-5-（7）-①　安眠できるように配慮している。 障 74

Ⅲ-5-（8）　健康管理が適切に行われている。

Ⅲ-5-（8）-①　日常の健康管理は適切である。 障 75 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（8）-②　必要な時、迅速かつ適切な医療が受けられる。 障 76 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（8）-③　内服薬・外用薬等の扱いは確実に行われている。 障 77 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（9）　余暇・レクリエーションが適切に行われている。

Ⅲ-5-（9）-①　余暇・レクリエーションは、利用者の希望に沿って行われている。 障 78 ⓐ ・ b ・ c

Ⅲ-5-（10）　外出、外泊が適切に行われている。

Ⅲ-5-（１0）-①　外出は利用者の希望に応じて行われている。 障 79

Ⅲ-5-（１0）-②　外泊は利用者の希望に応じるよう配慮されている。 障 80

Ⅲ-5-（11）　所持金・預かり金の管理等が適切に行われている。

Ⅲ-5-（１1）-①　預かり金について、適切な管理体制が作られている。 障 81

Ⅲ-5-（１1）-②　新聞・雑誌の購読やテレビ等は利用者の意志や希望に沿って利用できる。障 82

障 83
Ⅲ-5-（１1）-③　嗜好品(酒、たばこ等)については、健康上の影響等に留意した上で、利用
者の意志や希望が尊重されている。

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当

非該当
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